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会 議 次 第 

 

１ 開  会 

２ 前回議事録の承認 

３ 教育長の報告 

４ 議  事 

議案第 25 号 臨時代理による処理の承認を求めることについて（条例） 

議案第 26 号 令和３年度郡山市文化功労賞受賞者の協議について 

議案第 27 号 令和３年度郡山市教育委員会表彰受賞者の決定について 

議案第 28 号 令和３年度９月補正予算について 

議案第 29 号 郡山市教育委員会の権限に属する令和２年度事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価について 

議案第 30 号 令和４年度使用特別支援学級教科用図書の採択について 

５ そ の 他 

（１）和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 （２）新型コロナウイルス感染症関連について 

（３）通学区域の弾力的運用制度（特認校制）の変更について 

６ 各課報告 

７ 閉  会 

 

教 育 長   只今から、郡山市教育委員会令和３年８月定例会を開会いたします。 

本日は、欠席委員がございませんので、本定例会は成立いたします。 

なお、本日は、傍聴人はおられません。 

はじめに、令和３年７月定例会の議事録の承認についてですが、何か御

意見等はございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、これより採決いたします。 

令和３年７月定例会の議事録については、配付のとおり決定することに

御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長 御異議なしと認め、そのように決しました。 
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次に、教育長報告として、私から２件報告させていただきます。 

１件目は、令和３年７月 28 日に開催された令和３年度第１回郡山市学校

教育審議会・特別委員会合同会議に出席しました。主な内容につきまして

は、弾力的運用制度のフォローアップについて、教育課程特例校制度にお

ける英語表現科・プログラミング学習の報告について、ＩＣＴ教育環境の

整備について、各所属長から委員及び特別委員に説明が行われました。 

２件目は、８月 24 日に開催しました、第２回郡山市立学校教頭会議につ

いてです。会議では大きく３点について話をしました。それらを第２学期

の運営に生かしていただくようお願いしたところです。詳細は、別紙を御

覧ください。 

以上で、私からの報告を終わります。 

 

教 育 長   次に、「４ 議事」と「５ その他」について、一括して議題といたしま

す。本定例会には、議事として、議案第 25 号「臨時代理による処理の承認

を求めることについて（条例）」、議案第 26 号「令和３年度郡山市文化功労

賞受賞者の協議について」、議案第 27 号「令和３年度郡山市教育委員会表

彰受賞者の決定について」、議案第 28 号「令和３年度９月補正予算につい

て」、議案第 29 号「郡山市教育委員会の権限に属する令和２年度事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価について」、議案第 30 号「令和４年度使

用特別支援学級教科用図書の採択について」、以上、６件が提出されており

ます。また、その他として、（１）「和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて」、（２）「新型コロナウイルス感染症関連について」、（３）「通学区

域の弾力的運用制度（特認校制）の変更について」、以上、３件が提出され

ております。 

議事の「議案第 26 号」及び「議案第 27 号」については人事案件であり、

「議案第 25 号」、「議案第 28 号」及び「議案第 29 号」、並びにその他の（１）

につきましては、郡山市議会９月定例会に提出する案件でありますので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項の規定に基づき、

非公開にすべき案件と考えられます。 

委員の皆様にお諮りいたします。 

議事の「議案第 25 号」から「議案第 29 号」までの案件の審議、並びに、

その他の（１）について非公開とすることに対し、賛成の委員の挙手をお

願いいたします。 

 

（全員挙手） 
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教 育 長   出席者の３分の２以上の賛成でありますので、議事の「議案第25号」か

ら「議案第29号」までの案件の審議、並びに、その他の（１）については、

非公開とすることに決しました。 

 つきましては、非公開の案件については、後ほどの「６ 各課報告」終

了後に審議することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   御異議なしと認め、はじめに、議案第 30 号「令和４年度使用特別支援学

級教科用図書の採択について」、事務局の説明を求めます。 

 

学校教育推進課長   議案第 30 号「令和４年度使用特別支援学級教科用図書の採択について」

でありますが、特別支援学級において使用する教科用図書は、当該学年の教

科用図書を使用することが適当でない場合、文部科学大臣の検定を得た教科

用図書の下学年の教科用図書、文部科学省が著作の名義を有する教科用図書、

いわゆる星本又は学校教育法附則第９条の規定により文部科学省が著作の

名義を有しない教科用図書、いわゆる一般図書を使用することができるとさ

れております。例といたしまして、星本と一般図書の２種類のサンプルをお

手元に配付させていただいておりますので、御覧いただければと思います。

図書に星印が記載されているものが星本と言われるものです。星印が記載さ

れていない図書が一般図書となっております。お手元に配付いたしました別

冊資料につきましては、特別支援学級のある各学校の校長が児童生徒の障害

の程度に応じた図書を選定し、教育委員会へ内申したものを集計したもので

ございます。別冊の資料１を御覧ください。各学校が選定した教科用図書に

ついて、種別ごとの状況を一覧にしたものでございます。資料２を御覧くだ

さい。星本の選定状況でありますが、今年度は４校で 15 冊が選定されてお

ります。資料３を御覧ください。一般図書の選定状況でありますが、８校で

54 冊が選定されており、黄色網掛けが福島県教育委員会の調査研究資料の

115 冊の中から選定されたものです。橙色網掛けがそれ以外の図書から選定

されたものとなっております。資料４を御覧ください。福島県教育委員会が

調査研究した図書以外から選定した学校が２校で４冊となっております。こ

れらの図書の調査研究については各学校で行っており、選定理由として示さ

れております。なお、資料５につきましては、福島県教育委員会が調査研究

をした 115 冊のうち、各学校が選定した 28 冊のみについて、調査研究資料

を掲載させていただきました。 

以上、各学校の内申のとおり、特別支援学級の教科用図書の採択を行う
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ものです。 

説明は以上でございます。 

 

教 育 長   委員の皆様、御質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、これより採決いたします。議案第 30 号「令和４年度使用特別

支援学級教科用図書の採択について」は、原案のとおり決することに、御

異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   御異議なしと認めます。よって、議案第 30 号については、原案のとおり

決しました。 

次に、「５ その他」に入ります。それでは、（２）「新型コロナウイ

ルス感染症関連について」、事務局の説明を求めます。 

 

学校教育部長  市立学校における新型コロナウイルス感染症の状況について御報告いた

します。８月 22 日までの小学生、中学生及び教職員の感染状況であります

が、６割以上が家庭内感染でありました。また、これらのほとんどが夏季

休業中のものであります。詳細は別紙１を御覧ください。 

今後の対応につきましては、既に各学校へ依頼しているものであります

が、検温等の健康観察、マスクの着用、換気、手指消毒、３密の回避など

による基本的な感染対策の徹底、福島県教育委員会から各学校に「感染リ

スクが高いと思われる行動例」が示されておりますので、これをもとにし

た対策の徹底、家庭での感染症対策の徹底や同居家族の発熱等やＰＣＲ検

査を受けた場合は結果がでるまで登校を控えていただくことなどの保護者

の皆様への協力依頼を、引き続き行ってまいります。 

また、昨日から２学期が始まったところですが、８月 24 日に開催しまし

た教頭会議の中で、まん延防止等重点措置の適用による各学校での対応と

して４点のお願いをしたところです。１点目は、教育活動の実施について、

授業を５分短縮して、その時間を、換気を中心とした感染対策に充てる。

２点目は、部活動等の実施について、部活動についても活動時間を短縮し

て接触を控える。３点目は、感染防止対策について、７月定例会で藤田委

員からありましたように、登下校の際、あるいは部活動等の運動時以外の
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際のマスク着用を徹底する。４点目は、学校での感染防止対策について、

保護者に周知し、家庭での協力を得るとともに、児童生徒に、帰宅後の過

ごし方について指導を徹底する。なお、保護者の皆様へは教育委員会から

の依頼として、以上の内容について理解と協力をお願いする文書を発出し

ております。 

最後となりますが、７月定例会で藤田委員から御意見をいただきました

登下校時等のマスクの着用について、児童生徒向けにイラストを挿し入れ

た文書を事務局において作成し、各学校から注意喚起を行っていただきま

した。現在２学期が始まって子供たちは元気に登校しておりますが、感染

が拡大している状況でありますので、各学校においては学校長を中心に危

機感を持って対応しているところです。今後とも保護者の御理解、御協力

を得ながら、感染防止に努めてまいりたいと考えております。 

説明は、以上でございます。 

 

教 育 長   委員の皆様、御質問等ございますか。 

 

藤 田 委 員   最近、ウレタンマスクの効果が低いということで全国的に注意喚起され

ていますが、特に医療関係者から、可能であればウレタンマスク以外を着

用するよう話が出ています。中学生ぐらいになると、芸能人がテレビなど

でフェイスシールドやマウスシールドを着用していることや、ファッショ

ン性を気にして必ずしも効果の高くないマスクを着用するなど、せっかく

マスクの着用が定着しているのに、マスクの種類や着用の仕方によって効

果が落ちてしまうことへの周知が足りないのではないかと思います。重ね

て、このことについても周知いただければより効果が高まるのかなと思い

ます。是非、知識として分かってもらえれば良いのかなと思います。 

 

学校教育部長   昨日、保健所長と打ち合わせした時に、藤田委員がおっしゃるように不織

布マスクを着用したほうが良いと指摘がありました。各学校には、そうい

ったマスクの着用についても、先生方から子供たちへ周知するよう通知し

てまいりたいと思います。 

 

阿部教育長職務代理者   ウレタンマスクの効果が一番低いのでしょうか。布マスクはどうでしょ

うか。 

 

藤 田 委 員   マスクの種類ごとの効果を医療関係者などが一覧にまとめたものがあっ

たかと思います。また、厚生労働省でもまとめているものがあるのではな
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いでしょうか。 

 

阿部教育長職務代理者   私もそうですが、どの種類のマスクを着ければ良いのかは結構迷うと思

います。そういった情報があれば迷わなくて良いと思います。 

 

教育総務部長   ウレタンマスクについては、粗雑なものも多くあります。布マスクについ

ては、カーゼを挟んだものや生地が密なマスクについては、効果があると

言われておりますが、なかなか甲乙つけがたいというとろがあるため、一

義的には不織布マスクの着用が最も良いと言われております。ただ、不織

布マスクにつきましても、鼻の部分を密着させるなど、正しく着用しなけ

ればなりません。教育総務部においても学校教育部と一緒になって正しい

マスクの着用を進めてまいりたいと思います。 

 

教 育 長   その他、ございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   次に、（３）「通学区域の弾力的運用制度（特認校制）の変更について」、

事務局の説明を求めます。 

 

学校教育推進課長   「通学区域の弾力的運用制度（特認校制）の変更について」でございます

が、金透小学校特認校制の対象校を変更するものでございます。金透小学校

を平成 31 年４月に通学区域の弾力的運用制度の特認校に指定し、市内一定

規模以上の小学校の通学区域に居住する児童の通学を認めていたところで

すが、今年度で指定から３年が経過するため対象校を見直すものです。対象

要件としては、通常学級数が 19 学級以上で、今後３年間、19 学級以上を確

保できる見込みがある学校としております。現在は８校を指定していますが、

このうち、安積第一小学校、芳賀小学校、朝日が丘小学校が今後３年間で

19 学級を下回る可能性があるため、指定校から削除するものです。この変

更によりまして、今後３年間、金透小学校で就学可能な児童は、行健小学校、

行健第二小学校、富田東小学校、大島小学校、大成小学校の５校の通学区域

に居住する児童となります。なお、行健第二小学校については、今後３年間

で 19 学級を下回る可能性がありますが、現在、隣接区域選択制を採用して

おりますので、引き続き対象校といたしました。なお、変更の適用時期につ

いては、金透小学校に令和４年４月１日以降に就学する児童について適用し

たいと考えております。 
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 説明は、以上でございます。 

 

教 育 長   委員の皆様、御質問等ございますか。 

 

阿 部 委 員   この制度は金透小学校の歴史的背景を考慮して適用しているのでしょう

か。また、その期間の考え方はないのですか。 

 

学校教育推進課長   金透小学校を特認校にしましたのは、歴史的な背景もございますが、市内

では富田東小学校、行健第二小学校の児童数が大変多く、教室数が限度い

っぱいの状況が続いております。そのため、富田東小学校、行健第二小学

校については、隣接区域選択制を導入し、隣接区域の学校に通学して良い

ことにしております。金透小学校については、富田東小学校区に新たに郡

山富田駅ができたという背景があり、電車を利用して都市部に近い金透小

学校への通学も可能と判断して特認校にさせていただいたところです。事

務局といたしましては、金透小学校の歴史的背景というよりは、富田東小

学校、行健第二小学校の状況を改善したいという思いで制度設計したとこ

ろです。 

また、特認校制度については恒久的な制度とは考えておりません。富田

東小学校、行健第二小学校の状況が改善されてきましたら、隣接区域選択

制を含めまして、通常の住所地による学区の指定にすべきものと考えてお

ります。併せて、郡山市立学校の適正規模・適正配置の観点から、市内全

体を見渡しながら、各小中学校の適正規模・適正配置を同時に進めていく

べきと考えております。 

 

教 育 長   その他、ございますか。 

 

藤 田 委 員   只今御説明いただいた、電車を利用して通学が可能な学校ということで

あれば、金透小学校以外にも通学が可能な学校はあるのではないでしょう

か。適正な学習機会の確保のため、公共交通機関を利用した分散の観点を

持つのであれば、金透小学校に限らず、広く検討しなければいけないと思

います。 

 

阿 部 委 員   本件における制度設計については、今後の社会情勢を見据えながら検討

しておいていただきたいと思います。 

 

教 育 長   今回の弾力的運用については、指定校を８校から５校へ変更して、19 学
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級以上を確保できる学校について、これまでどおり制度を今後３年間運用

することとし、阿部委員と藤田委員から御意見をいただいたように、この

制度について、今後の社会情勢の変化を踏まえながら、事務局は適宜検討

を進めていきたいと思います。 

 

教 育 長   その他、ございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   次に「６ 各課報告」に入ります。 

 

（各所属、下表案件について報告） 

 

 

 

 

教 育 長   各課の報告が終了しましたので、先ほど非公開としました議事の審議等

No 所 属 名 件   名 

１ 生涯学習課 
令和３年度家庭教育学級生・地域コーディネーター合同学習会

について 

２ 中央図書館 令和３年度「郡山市こども司書」養成講座の実施報告について 

３ 美術館 

企画展「「無言館」展 遺された絵画からのメッセージ」につ

いて 

第 19 回風土記の丘の美術展について 

令和 3 年度第 1 回郡山市立美術館協議会・令和 3 年度小教研図

工部 夏季研修会について 

４ 教育研修センター 令和３年度７月教職員研修の実施状況について 

５ 総合教育支援センター 

令和３年度７月（１学期）の不登校調査結果報告について 

令和３年度幼保小連携推進事業 第３回幼・保・小合同研修会

について 
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教 育 長  に入ります。本日は、傍聴人がおられませんので直ちに審議等に入ります。 

 

（「議案第 25 号」から「議案第 29 号」までの案件の審議を非公開で審議し、

全会一致で原案のとおり承認。その他の（１）について非公開で説明。） 

 

教 育 長   本定例会に提出された案件は以上となります。その他、委員の皆様、又

は事務局から何かありますか。 

 

(なし) 

 

教 育 長   ないようですので、以上で郡山市教育委員会令和３年８月定例会を閉会

いたします。 

 

 

終了時刻 午後４時２分 


